
    
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

○山口県内の介護保険サービス事業所等で2年間、介護職員等の業務に従事 

  ●・従事状況の届出書（１年に１回、毎年4月に提出） 

  ●・届出書（氏名・住所等に変更がある場合等） 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

○山口県内の介護保険サービス事業所等で介護職員等の業務に２年間従事した   

場合（障害福祉サービス事業所は返還免除の対象とはなりません） 

 

  

   

                       ●・返還債務免除申請書 ・就労証明書 

   

  
 

○返還免除の可否を審査し、申請者及び連帯保証人に通知 

                       ■・返還債務免除決定通知書送付  

●：借受者    ■ 県社協 

返   還 

○退職後１年以内に山口県内の介護保険サービス事業所

等で介護職員等の業務に従事しない場合 
 
●・届出書、就労証明書提出 

↓              
■・貸付決定解除通知書送付 

↓ 
●・返還申立書提出→返還 
（返還期間は貸付を受けた期間の２０ヶ月以内） 

      ↓ 
■・返還完了後→返還完了のお知らせ送付 

 

＊返還免除までの流れ＊  

決  定 

業 務 従 事 

返還免除申請 

返還免除決定 

※2年間とは在職期間が通算730日以上であり、かつ従事した日数が360日以上です。 

（再就職準備金用） 

○再就職準備金貸付の返還免除の対象となるのは、以下の事業所です。 

・居宅サービス等（介護保険法（平成９年法律第123号）第23条 
に規定する居宅サービス等をいう。）を提供する施設・事業所 
・第一号訪問事業を実施する施設・事業所 
・第一号通所事業を実施する施設・事業所 

 ■・決定通知書送付 

         ↓ 

 ●・口座振込申出書（第１１号様式）を提出 

         ↓ 

 ■・支払通知書送付 

 



様式は山口県福祉人材センターのホームページからダウンロードされるか 

下記の問い合わせ先までご請求ください。        

 

  
  

次の事項が生じた場合は、速やかに県社協に届け出てください。 

 

事     項 提出書類 備 考（添付書類等） 

退職したとき 届出書 退職先の就労証明書を添付 

従事先を変更したとき 

（退職・再就職） 

届出書 退職先の就労証明書と、再就職先の就労証明書を添付 

休職するとき 

（産休・育休含む） 

届出書 予定休職期間（産休・育休含む）を記入してください。 

復職したとき 

（産休・育休含む） 

届出書 実際の休職期間（産休・育休含む）、復職日を記入して 

ください。 

借受人及び連帯保証人の氏名、 
住所に変更があったとき 

届出書 変更前、変更後の氏名・住所を記入してください。 

※姓が変更する場合は戸籍抄本を添付 

連帯保証人を変更するとき 連帯保証人変更 
承認申請書 

変更後の連帯保証人の印鑑登録証明書 

（発行日から3ヶ月以内）を添付 

就業している間 従事状況届出書 １年に１回、毎年４月１日から４月１５日の間に提出 

返還免除要件を満たしたとき 返還債務免除申請書 就労証明書を添付 

返還免除要件を満たさず当該業務

を退職したとき 
届出書 就労証明書を添付 

 返還申立書  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

＊問い合わせ先＊ 

社会福祉法人 山口県社会福祉協議会  

山口県福祉人材センター（介護人材再就職準備金貸付担当） 

 
〒75４-00４１ 山口県山口市小郡令和１丁目１番１号 

ＫＤＤＩ維新ホール３階 

TEL：083-9０２-２３５５  FAX：083-9０２-５８７７ 

 

 

→貸付（介護） → 介護人材再就職準備金貸付 

＊各種手続き＊ 


